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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内面工具のみによる拡管製造では従来、製造条
件決定に時間を要し、費用もかかるため、その削減、更
には工業化容易性を提供する。
【解決手段】拡管加工シミュレーションにより、被加工
材10先端が工具1の肩部を通過してから１．０ｍ以上進
んだ状態における被加工材形状を評価し、その形状が、
外径で目標の±１％以内、肉厚で目標の±７．５％以内
に収まり、且つ工具との内面隙間が１．０ｍｍ以内とな
るような素管形状及び工具形状を繰り返し計算で求め、
これを実拡管製造条件とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工具の最小径端である始端から最大径端である終端にかけて順次滑らかに連なるテーパ
部、肩部、平行部を有する内面加工用工具に、該工具の始端側を入側として、素管内径が
前記平行部径即ち工具最大径未満の被加工材である金属管を送り込んで管の内径側を通過
させることにより、前記被加工材を拡管加工する、金属管の拡管製造方法において、
拡管加工前の被加工材である素管の寸法、及び前記工具の寸法を、有限要素解析に基づく
拡管加工シミュレーションにより、以下の手順で決定することを特徴とする、金属管の拡
管製造方法。
(a)　製品の目標外径、目標肉厚、及び、工具のテーパ部長さ、及び、用いる拡管加工装
置の送り込み力の上限である上限負荷を設定する。
(b)　寸法パラメータとして、素管外径、素管肉厚、工具テーパ部のテーパ角度であるテ
ーパ角度、工具軸方向断面内の軸方向断面内の肩部曲率半径である肩部Ｒ、工具平行部径
である工具最大径を設定する。
(c)　被加工材を複数の要素に分割する。
(d)　拡管加工シミュレーションを実行し、被加工材先端が肩部位置から工具出側に向か
って１．０ｍ以上進んだ時点における、計算送り込み力である計算負荷、被加工材の加工
後外径、加工後肉厚、加工後内径を求める。
(e)　計算負荷が上限負荷以下であることの成否を判定し、成であれば(f)へ進む。否であ
れば素管肉厚或いは更にテーパ角度を変更して（ｃ）へ戻る。
(f)　加工後外径が目標外径±１％の範囲内であって且つ加工後肉厚が目標肉厚±７．５
％の範囲内であることの成否を判定し、成であれば(g)へ進む。否であれば素管外径及び/
又は素管肉厚を変更して(c)へ戻る。
(ｇ)　内面隙間＝加工後内径－工具最大径、が１ｍｍ以下であることの成否を判定し、成
であればこのときの寸法パラメータが実拡管製造用であると決定し、手順終了とする。否
であれば肩部Ｒ及び/又はテーパ角度を変更して(d)へ戻る。
【請求項２】
　前記工具に管内径側を通過させつつ、テーパ部位置を通過中の被加工材部分を外径側か
ら加熱する請求項１に記載の金属管の拡管製造方法。
【請求項３】
　前記素管が、継目無管である請求項１又は２に記載の金属管の拡管製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属管の拡管製造方法に関し、詳しくは、管圧延等により製造された金属管
を素管に用い、素管を内面加工用工具に通過させることにより素管よりも大径の金属管を
拡管製造するに際して、その適切な拡管製造条件をシミュレーションにより有利に決定し
うる、金属管の拡管製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属管を製造方法から大別すると、素材として金属板を用い、これをプレスやロールに
より円弧状に成形し、該円弧の両端部を溶接結合することで管形状となす方法で製造され
る溶接管と、金属塊を圧延や押出により中空化して所望の寸法とする方法で製造される継
目無管とがある。いずれも用途としての設備により選定されるが、管内面に圧力がかかり
、かつ、破損により設備に重大な影響を与えるような場合には一般に継目無管が用いられ
る。
【０００３】
　このような設備の一例として、火力や原子力による発電所内の蒸気配管や熱交換器用配
管がある。近年、発電効率の向上を目的として高温化が図られており、熱交換用の細径金
属管は従来から高い品質を求められている一方、蒸気配管も大流量化などへの対応（大径
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化）が必要となっている。
　現在の継目無管製造方法では一般に直径で４００ｍｍ程度が上限である。このため、更
に大きな径の金属管を必要とする場合には、一度製造した管を、再度、圧延等の方法によ
り拡管することが行われる。
【０００４】
　拡管方法には、複数の圧延ロールの間に設置された工具を用いて拡管を行う方法がある
（便宜上、方法Ａと仮称）。これは、特定サイズの製品を大量に生産するには好適である
が、設備費用が高額につき、また外面側でロールとの接触により疵が発生しやすいなどの
欠点もあるとされ、多用されてはいない。
　他の拡管方法には、管内径側に工具を設置し、管を工具の大径端側に押し出す（例えば
特許文献１）或いは引き抜くといった成形法（便宜上、方法Ｂと仮称）がある。この拡管
方法では、加熱、非加熱の両様が可能であるが、拡管後の肉厚を外径の５％程度まで薄く
したい場合、加工効率の点から熱間で実施するとされる。この方法は加工面からみて動力
を節減でき、またサイズの自由度が比較的高いなどの利点がある反面、製造には一定の熟
練或いは経験が必要となる。なぜなら先述した方法Ａでは、外径側をロール、内径側を工
具で固定しうるから最終製品寸法を達成しやすいが、方法Ｂでは外径側に工具がないため
変形自由度が高く、外径はもちろん、肉厚、内径すら決めかねるため、工具形状などの成
形条件が一般には難しいためである。
【０００５】
　このように変形自由度が高いということに起因した製品上の欠陥をなくすべく、製品の
曲がりなどを抑制できるとした工具形状の提案もある（例えば特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６１－５６７４６号公報
【特許文献１】特開２００１－１１３３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２では、製品寸法をどのように作りこむかという基本的な点の
技術的開示が全くなく、換言すれば、決まった寸法を対象とした成形条件が分っている前
提で、工具形状を変更することが効果的であると述べているにすぎない。
　従って、方法Ｂ（管端を押すか引くかして管内径側を工具に通す方法）において、任意
の製品寸法に応じて適正な工具形状や素管寸法といった製造条件を決定するのには、多く
の試作、試験を必要とし、極めて困難かつ非経済的であるという一大短所があった。その
ため、ユーザニーズを反映させることが困難であったし、普及も滞っていた。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、金属管
の管端を押すか引くかして管内径側を工具に通す金属管の拡管製造方法において、任意寸
法の最終製品を得るため、シミュレーションを用いて特定制約範囲に解析結果が収まる拡
管製造条件（工具形状、素管寸法）を求めることで、製品寸法の拡大や製造上課題となっ
ていた試験時間、費用の削減、更には工業化容易性を達成できる、金属管の拡管製造方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた本発明は、以下のとおりである。
（１）
　工具の最小径端である始端から最大径端である終端にかけて順次滑らかに連なるテーパ
部、肩部、平行部を有する内面加工用工具に、該工具の始端側を入側として、素管内径が
前記平行部径即ち工具最大径未満の被加工材である金属管を送り込んで管の内径側を通過
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させることにより、前記被加工材を拡管加工する、金属管の拡管製造方法において、
拡管加工前の被加工材である素管の寸法、及び前記工具の寸法を、有限要素解析に基づく
拡管加工シミュレーションにより、以下の手順で決定することを特徴とする、金属管の拡
管製造方法。
(a)　製品の目標外径、目標肉厚、及び、工具のテーパ部長さ、及び、用いる拡管加工装
置の送り込み力の上限である上限負荷を設定する。
(b)　寸法パラメータとして、素管外径、素管肉厚、工具テーパ部のテーパ角度であるテ
ーパ角度、工具軸方向断面内の軸方向断面内の肩部曲率半径である肩部Ｒ、工具平行部径
である工具最大径を設定する。
(c)　被加工材を複数の要素に分割する。
(d)　拡管加工シミュレーションを実行し、被加工材先端が肩部位置から工具出側に向か
って１．０ｍ以上進んだ時点における、計算送り込み力である計算負荷、被加工材の加工
後外径、加工後肉厚、加工後内径を求める。
(e)　計算負荷が上限負荷以下であることの成否を判定し、成であれば(f)へ進む。否であ
れば素管肉厚或いは更にテーパ角度を変更して（ｃ）へ戻る。
(f)　加工後外径が目標外径±１％の範囲内であって且つ加工後肉厚が目標肉厚±７．５
％の範囲内であることの成否を判定し、成であれば(g)へ進む。否であれば素管外径及び/
又は素管肉厚を変更して(c)へ戻る。
(ｇ)　内面隙間＝加工後内径－工具最大径、が１ｍｍ以下であることの成否を判定し、成
であればこのときの寸法パラメータが実拡管製造用であると決定し、手順終了とする。否
であれば肩部Ｒ及び/又はテーパ角度を変更して(d)へ戻る。
（２）
　前記工具に管内径側を通過させつつ、テーパ部位置を通過中の被加工材部分を外径側か
ら加熱する（１）に記載の金属管の拡管製造方法。
（３）
　前記素管が、継目無管である上記（１）又は（２）に記載の金属管の拡管製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、シミュレーションと簡潔な論理を基本とした思考実験により適切な拡
管製造条件を決定することが可能となるから、経験に頼った多水準の試作、試験を経ずし
ては前記の決定が不可能であった従来に比べ、試作工程の大幅な削減と製品製造までの時
間短縮が達成される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に用いられる拡管製造装置の１例を示す概略図である。
【図２】本発明におけるシミュレーション結果の１例として計算負荷の推移を示す図であ
る。
【図３】本発明によるシミュレーション結果の１例として加工後寸法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明は、工具の最小径端である始端から最大径端である終端にかけて順次滑らかに連
なるテーパ部、肩部、平行部を有する内面加工用工具に、該工具の始端側を入側として、
素管内径が前記平行部径即ち工具最大径未満の被加工材である金属管を送り込んで管の内
径側を通過させることにより、前記被加工材を拡管加工する、金属管の拡管製造方法であ
ることを前提とする。この前提自体は従来公知である。
【００１３】
　尚、この前提には、前記工具に管内径側を通過させつつ、テーパ部位置を通過中の被加
工材部分を外径側から加熱する場合も含まれる。
　前記拡管加工の実施に用いる拡管加工装置の１例を図１に示す。図１(b)に示すように
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、工具（内面加工用工具）1は、最小径端である始端から最小径端である終端にかけて順
次滑らかに連なるテーパ部2、肩部3、平行部4を有する。一方、図１(a)に示すように、工
具1は、始端側に連結したマンドレル5を介して工具支持手段12で支持され、位置を固定さ
れている。被加工材（金属管）10は、加工前の素管では工具1の平行部外径である工具最
大径よりも小さい内径を有し、工具1の始端側を入側として、工具1に送り込まれる。この
送り込み手段として、本例では、工具入側から管を押す管押し手段11を備えている。これ
により、被加工材10の内径側を工具1に通過させる。尚、送り込み手段としては、本例の
、工具入側から管を押す管押し手段11に代えて、工具出側から管を引く管引き手段（図示
省略）を用いてもよい。
【００１４】
　本例は、前記加熱を行う場合を示しており、テーパ部位置には加熱装置である誘導コイ
ル13が被加工材10の通路を囲む形で設置され、これが、テーパ部位置を通過中の材部分を
外径側から加熱する。加熱装置は、誘導コイル13に限らずバーナであってもよい。又、前
記加熱に代えて、素管を予め炉等で予加熱してもよい。
　実際の拡管加工では前記加熱を行うことが一般的であり、その加熱装置の位置は、工具
1を含む長さ領域であって、該長さ領域の望ましい長さは少なくとも５００ｍｍ程度、理
想的には２０００ｍｍ程度とされている。
【００１５】
　本発明では、従来とは異なり、拡管加工前の被加工材である素管の寸法、及び前記工具
の寸法を、有限要素解析に基づく拡管加工シミュレーションにより、特定の手順で決定す
る。この手順について以下に説明する。尚、以下の説明では、素管が継目無管であり、且
つ、拡管加工時に前記加熱が行われる場合を想定した。ここで、継目無管とは、丸断面或
いは角断面を有するビレット乃至ブルームを、圧延法或いは押出法により中空体となした
もの、或いは更にこれを管圧延したものをいう。
【００１６】
　まず手順(a)として、製品の目標外径、目標肉厚、目標内径、及び、工具のテーパ部長
さ、及び、用いる拡管加工装置の送り込み力の上限である上限負荷を設定する。
（好ましい設定の仕方）
・目標外径、目標肉厚、及び、拡管加工装置の上限負荷＝それぞれ所定の値。
・工具のテーパ部長さ≒前記加熱装置の長さ領域。
【００１７】
　次に、手順(b)では、寸法パラメータとして、素管外径、素管肉厚、工具テーパ部のテ
ーパ角度であるテーパ角度、工具軸方向断面内の軸方向断面内の肩部曲率半径である肩部
Ｒ、工具平行部径である工具最大径を設定する。即ちこれら寸法パラメータに初期値を与
える。
（好ましい設定の仕方）
・素管外径≒一般に継目無管の上限外径とされる４００ｍｍ。但し、加工前後の外径差を
小さくしようとする場合は４００ｍｍ未満としてもよい。
・素管肉厚≒製品断面積と素管断面積との一致解。
・テーパ角度≒arctan(（（製品内径－素管内径）/２）/テーパ部長さ)。尚、この式にお
いて製品内径に代えて工具最大径としてもよい。
・工具最大径≒製品内径＋前記加熱による熱膨張分。
【００１８】
　尚、製品内径＝目標外径-２＊目標肉厚、である。
・肩部Ｒ≒素管外径と同等乃至これの２倍。
　次に、手順(c)では、被加工材を複数の要素に分割する。このとき、解析精度確保の点
で、加工部（テーパ部通過中の部分）における各要素は、管長手方向に沿った断面内で、
管肉厚方向沿いの寸法Δdが５ｍｍ以下、管長さ方向沿いの寸法ΔLがΔdの２倍以下の矩
形状要素とするのが好ましい（但し、管周方向では扇形、その場合は３次元解析）。尚、
計算時間節約の点からは、Δdは１ｍｍ以上、ΔLはΔdの０．５倍以上とするのが好まし
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い。加工部以外の部分の分割については、加工部と同様とすることが望ましいが、計算時
間が過大となるような場合は分割数を減らす（要素寸法を大きくする）ようにしてもよい
。
【００１９】
　次に、手順(d)では、拡管加工シミュレーションを実行し、被加工材先端が肩部位置か
ら工具出側に向かって１．０ｍ以上進んだ時点における、計算送り込み力である計算負荷
、被加工材の加工後外径、加工後肉厚、加工後内径を求める。
　有限要素解析に基づくシミュレーションは、いわゆる変形前後の形状を仮定して、その
計算安定性を達成すべく形状を微調整していく定常解析、或いは完全に被加工材先端を拡
管するような非定常解析を行うものであり、例えば動的陽解法による２次元有限要素法に
よるものが好ましく用いうる。解析に必要なコードとしては商用解析コードであるABAQUS
などが好ましく用いうる。但し、静的陰解法を否定するものではない。
【００２０】
　本発明では、前記定常解析、非定常解析のいずれにおいても、被加工材の先端が工具の
テーパ部に隣接する肩部を通過し１．０ｍ以上進んだ時点での結果により評価を行う。こ
れは計算上、一定量の長さが工具を通過した後でないと、加工そのものが安定しないため
である。又、実際の加工においても先端から拡管加工する場合には、ごく先端近傍は材進
行側に拘束部が無いために外径、肉厚とも中央部に比べ異なった値となる。従ってこれを
想定する点でも、前述のとおりの条件を用いるべきである。但し解析条件によっては、必
ずしも１．０ｍ以上進んだ後、或いはこれに相当する時間経過の後の形状で評価する必要
はないこともあるが、多くの条件に普遍的に適用可能な制約として１．０ｍ以上とした。
尚、好ましくは１．４ｍ以上である。
【００２１】
　このとき、結果として、計算負荷、加工後外径、加工後肉厚、加工後内径が得られる。
　次に、手順(e)では、計算負荷が上限負荷以下であることの成否を判定し、成であれば(
f)へ進む。否であれば素管肉厚或いは更に工具テーパ部角度を変更して（ｃ）へ戻る。
　計算負荷が上限負荷（設備の加工力）を超えないことが必要である。ここでもし、設備
の加工力を大幅に上回る計算負荷となった場合、素管肉厚を薄肉化すること、テーパ角度
を低減することの順で変更を加え、再度シミュレーションを実施する。薄肉化は、断面積
が小さくなるため加工に必要となる計算負荷が低減でき、テーパ角度を小さくすることは
加工時の抵抗を下げることにつながる。かかる設備の要件を満たしている場合には、手順
(f)へ進む。
【００２２】
　手順(f)では、加工後外径が目標外径±１％の範囲内であって且つ加工後肉厚が目標肉
厚±７．５％の範囲内であることの成否を判定し、成であれば(g)へ進む。否であれば素
管外径及び/又は素管肉厚を変更して(c)へ戻る。
　ここでは、製品目標寸法に対する偏差（＝（加工後寸法-目標寸法）/目標寸法＊１００
（％））が、外径では閾値とした±１％以内、肉厚では閾値とした±７．５％以内である
ことの成否を判定する。外径偏差、肉厚偏差の各閾値（±１％、±７．５％）はそれぞれ
実製品寸法公差を考慮して定めた。判定結果が成であれば(g)へ進むが、否であれば、偏
差が閾値以内に収まるように、素管外径及び/又は素管肉厚を変更して繰り返しシミュレ
ーションを行う。
【００２３】
　最後に、手順(g)では、内面隙間＝加工後内径－工具最大径、が１ｍｍ以下であること
の成否を判定し、成であればこのときの寸法パラメータが実拡管製造用であると決定し、
手順終了とする。否であれば肩部Ｒ及び/又はテーパ角度を変更して(d)へ戻る。
　判定結果が否の場合、加工後肉厚がほぼ目標肉厚であれば肩部Ｒを優先的に、加工後肉
厚が厚めで且つ加工後内径が大きいようであればテーパ部角度を変更すると、より簡便に
最終形状を得ることができる。肩部Ｒを大きくすると、テーパ部と平行部（工具最大径部
）とを緩やかに接続することになり、被加工材が押し込まれ（或いは引き出され）つつ加
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工されてもほぼ工具に沿って変形できるため、肉厚等の変化をごく微小に抑えながら、内
径を変化させることができる。勿論、肉厚も内径も大きい場合には、テーパ部角度をやや
小さくして再度シミュレーションを行い、前記手順で繰り返し計算すればよい。
【実施例】
【００２４】
（実施例１）
　解析対象製品として、外径６０９．６ｍｍ、肉厚２４．１ｍｍのSTPA24（低合金ボイラ
ー鋼；継目無鋼管）を用いた。
　製品外径が約６００ｍｍであることから、素管外径は、継目無鋼管として入手しやすい
大径である４０６．４ｍｍを初期値とし、素管肉厚はほぼ製品肉厚である２５ｍｍを初期
値とした。加工動力を抑制するため加工部（工具テーパ部）近傍では誘導加熱により９０
０℃程度に加熱することを想定し、ここで、製品外径、製品肉厚から工具最大径を５６２
ｍｍとした。尚、工具と管内面との摩擦係数は、加工前に潤滑剤を塗布することを前提に
、０．１としている。又、用いる拡管加工装置の送り込み力の上限である上限負荷は８０
０tonfを想定した。
【００２５】
　ここではテーパ部長さを１２００ｍｍとし、テーパ角度＝arctan（（（工具最大径-素
管内径）/２）/テーパ部長さ）≒６度、とした。尚、素管内径＝素管外径-２＊素管肉厚
、である。テーパ角度はより大きな値を設定しても構わないが、これが大きいほど被加工
材に対するいわば抵抗が大きくなることから、加工動力を必要とするのは明らかであるた
め、想定諸元上、低い値から解析を開始することとした。肩部Ｒは、素管外径の約１/２
であるR200を初期値とした。
【００２６】
　素管肉厚を上記のとおり２５ｍｍとしたので、被加工材を肉厚方向寸法が５ｍｍ以下の
要素に分割するには少なくとも５分割以上の分割を要するが、より薄肉を仮定する可能性
もあるためここでは９分割とした。加工部（テーパ部）長さは上記のとおり１２００ｍｍ
としたので、この長さ方向の要素寸法を肉厚方向の場合と同程度乃至２倍程度とするべく
、加工部長さの分割は３００分割とした。尚、加工部以外の部分も同様の分割とした。
【００２７】
　拡管加工シミュレーションは、管円周方向が均等であると仮定し、初期に概略、工具よ
りもやや大きめに変形したと仮定して形状を設定し、ここから変形が進むとし、動的陽解
法による２次元有限要素法で行った。解析に必要なコードには商用解析コードであるABAQ
USを用いた。
　シミュレーションを開始し、被加工材先端が肩部を通過してから１．０ｍ以上進んだと
みなされる状態で、計算負荷、変形状態（加工後寸法）を評価した。負荷は図２に示すよ
うに、肩部からの材先端の進行長さが１．０ｍ以上になると徐々に安定して、１．４ｍ以
上になるとおよそ４８０tonfに安定した。これは想定した上限負荷８００tonｆよりも十
分小さいから、問題無く拡管加工ができる。ここで得られた加工後寸法は、外径＝６１２
．６ｍｍ、肉厚＝２２．７５ｍｍであり、目標寸法に比べ、外径大、肉厚小となった。
【００２８】
　そこで素管肉厚を徐々に変化させ、幾通りかのシミュレーションを行った。その結果を
図３に示す。又、同図中に外径偏差閾値（±１％）以内となる外径合格範囲及び肉厚偏差
閾値（±７．５％）以内となる肉厚合格範囲を示した。これらから、適正な素管肉厚は２
５．５～２７．５ｍｍであることが分った。次にこの領域で、内面隙間についてシミュレ
ーション結果を評価した。ここで肩部Ｒは素管外径のほぼ２倍であるＲ＝８００ｍｍまで
変化させた。その結果、Ｒ＝３００ｍｍでは内面隙間が２．０１ｍｍであったものが、Ｒ
＝４００ｍｍとすることで１．６２ｍｍ、更にＲ＝６００ｍｍ以上で内面隙間１．０ｍｍ
以下の達成が可能であることを確認した。
【００２９】
　以上のように、比較的少ないシミュレーション条件で多くの水準を有する拡管加工条件
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を適切に設定できることを確認した。
　これらのまとめを表１に示す。
【００３０】
【表１】

【００３１】
（実施例２）
　実施例１で得られたシミュレーション結果を実拡管加工の場合と比較して本発明の有効
性を検証するための実験を行った。実験は小型押出装置を使用し、そのモデル比は１/５
とし、温度などの外乱を避けるため、鉛管を被加工材とし、冷間で拡管加工した。被加工
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材及び工具は、実施例１の１/５寸法である。
【００３２】
　実験結果を表２のCaseAに、シミュレーション結果を同表のCaseBに、それぞれ示す。表
２より、実験結果はシミュレーション結果と概ね類似した傾向の値を示し、本発明の有効
性が検証できた。
【００３３】
【表２】

【符号の説明】
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【００３４】
1　工具（内面加工用工具）
2　テーパ部
3　肩部
4　平行部
5　マンドレル
10　被加工材（金属管）
11　管押し手段
12　工具支持手段
13　誘導コイル

【図１】 【図２】

【図３】
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